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令和５年５月２４日

障害福祉サービス事業所 各位

障害児通所支援事業所 各位

精華町健康福祉環境部社会福祉課

新型コロナウイルスの対応に伴う障害福祉サービス及び障害児通所支援の

特例的な取扱いについて（通知）

平素は、町福祉行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の対応に伴う障害福祉サービス及び障害児通所支援の特例的な取扱いにつ

いて、市町村が認める報酬の対象を「新型コロナウイルスの対応に伴う障害福祉サービス事業所等の特

例的な報酬の対象について（令和２年５月１１日付け事務連絡）」及び「新型コロナウイルスの対応に伴

う放課後等デイサービス事業所等の特例的な報酬の対象について（令和２年５月１１日付け事務連絡）」

においてお示ししているところです。

今般、令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律上の位置づけが「５類感染症」に変更されたことから、令和５年５月８日以降の取扱い

については下記のとおりとしますので、ご留意していただきますようお願いいたします。

記

１ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護

２ 就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

「「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」の一部改正につ

いて（令和３年３月３０日付け障障発０３３０第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課長通知）」の２の（３）のとおり、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえたうえ

で、従前の特例的な取扱いを令和３年度以降は通常の取扱いとしています。

従前の特例的な取扱い 令和５年５月８日以降の取扱い

感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短

くする工夫を行った結果、サービス提供が短時間で

あっても報酬を算定して差支えありません。

特例的な取扱いを終了します。



３ 自立訓練、生活介護

４ 放課後等デイサービス

※併せて、厚生労働省ホームページもご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html

令和３年度以降の取扱い

対象要件
在宅でのサービス利用を希望し、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると

町が判断した者

報酬算定用件

（①～⑥まで

の全てに該当

する場合）

① 生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必

要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、在宅利用者が行う作業活動、訓

練等のメニューが確保されていること。

② 在宅利用者の支援にあたり、１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他

の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は

在宅利用者の希望等に応じ、１日２回を超えた対応も行うこと。

③ 緊急時の対応ができること。

④ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、

訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

⑤ 事業所職員による訪問、利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機器の活

用により評価等を一週間につき１回は行うこと。

⑥ 原則として月の利用日数のうち１日は事業所に通所又は電話等の確認により、訓練

目標に対する達成度の評価等を行うこと。また、事業所はその通所のための支援体

制を確保すること。

従前の特例的な取扱い 令和５年５月８日以降の取扱い

通所利用が困難で、原則として上記の①から⑥まで

の用件のいずれにも該当する場合に限り、報酬の算

定を可能とする。

特例的な取扱いを終了します。

※ただし、事業所において通常のサービスの提供が

困難になり、利用者が通常のサービスを受けられ

なくなる場合は、町にご相談ください。

従前の特例的な取扱い 令和５年５月８日以降の取扱い

サービス事業所の設置地域で感染が確認されてお

り、職員や利用者に感染のおそれがある状況で、幼

児児童生徒が新型コロナウイルスに感染すること

をおそれ、事業所を欠席する場合であって、町が必

要と認める場合、特例的な利用として算定を可能と

する。

※支援については、自宅の訪問を原則とするが、感

染の防止の観点から玄関先での対応やテレビ電話、

音声通話などの活用による支援に替えても差し支

えない。

特例的な取扱いを終了します。

※ただし、事業所において通常のサービスの提供が

困難になり、利用者が通常のサービスを受けられ

なくなる場合は、町にご相談ください。


